
 

 

 

 

 

 

 

 

消費税 10％への引き上げに伴い、令和 5 年 10月 1 日からインボイス制度が導入されることになりました。その第 1 段階

として、消費税のインボイス制度の登録申請の受付がいよいよ令和 3 年 10月 1 日から始まります。 

今回は、登録申請手続きについて説明します。 

1.登録申請手続き 

登録申請手続きは、以下の方法により行うことができます。中でも e-Tax を利用すると簡便に手続きを行うことができます。 

①e-Tax を利用して登録申請手続きを行う場合 

e-Tax の場合、e-Tax ソフトのほか、e-Tax ソフト（WEB 版）の利用も可能ですし、個人の方であれば、スマートフォンで

利用可能な e-Tax ソフト（SP版）を利用して登録申請手続きを行うことができます。 

e-Tax ソフト（WEB 版）又は e-Tax ソフト（SP 版）を利用すると、画面案内に従い入力することにより、入力に必要な項

目に漏れのない登録申請データーを作成・送信することができますので、登録申請手続きに当たっては e-Tax をぜひご利

用ください。なお、e-Tax を利用した登録申請手続きについては、電子証明書（マイナンバーカード等）が必要となりま

すので、事前に準備が必要です。 

②書面で登録申請手続きを行う場合 

書面で登録申請手続きを行う場合、作成した「適格請求書発行事業者の登録申請書」を、令和 3 年 10月 1 日から各国税

局に設置される「インボイス登録センター」に送付してください。 

2.税務署からの通知 

①電子通知 

e-Tax を利用した方で、登録通知について電子データーでの通知を希望した場合には、電子データーで登録通知が送信さ

れます。 

②書面による通知 

e-Tax を利用して登録申請した際に、電子通知を希望しなかった場合や、登録申請を書面により行った場合には、書面に

より登録通知書が送付されます。 

③登録番号 

登録通知および登録通知書により、申請者の「登録番号」が通知されます。 

高税理士事務所 崔 

 

 

 

 

2021 年 November 

11 月  

協同組合 広域情報センター 
〒665-0034 兵庫県宝塚市小林 2 丁目 10-4 

サンパレス 21 小林 1F 

TEL 0797-73-0816／FAX 0797-26-6560 

URL  http://www.kouiki‐info.or.jp 

税金あれこれ（78） 消費税のインボイス制度② 

 
 

 

 

 

 

燃料カードの価格表 【２０２１年 11 月

分】 
ＡＭＳカード　※共通利用可能 ＥＮＥＯＳビジネスカード 全国共通・燃料カード　　※カードはメーカーごとに発行

【価格は税抜】 【価格は税抜】 【価格は税抜】

全国共通・燃料カード　　※カードはメーカーごとに発行

【価格は税抜】

油　種

レギュラー

ハイオク

軽　油

ENEOS・Shell・
COSMO

149.0円

159.0円

130.0円

油　種

レギュラー

ハイオク

軽　油

ENEOS

151.0円

161.0円

127.0円

油　種

レギュラー

ハイオク

軽　油

COSMO

153.1～155.1円

163.1～165.1円

126.5～128.5円

ENEOS

152.9～154.9円

162.9～164.9円

130.4～132.4円

宇佐美

151.5～153.5円

161.5～163.5円

128.6～130.6円

油　種

レギュラー

ハイオク

軽　油

ENEOSｳｲﾝｸﾞ

150.4～152.4円

160.4～162.4円

124.3～126.3円

158.8～160.8円

125.8～127.8円

FLEX＆TRUST
ｶｰﾄﾞ(Shell)

153.1～155.1円

163.1～165.1円

130.6～132.6円

TRUST＆FLEX
ｶｰﾄﾞ(出光)

153.6～155.6円

163.6～165.6円

125.8～127.8円

ｴﾈｸｽﾌﾘｰﾄ

148.8～150.8円


